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杉浦のつぶやき

　皆さん、こんにちは。建築開発部の杉浦です。日銀は３月の金融政策決定会合にて、２０１６年２月よ
り導入したマイナス金利の解除を決定しました。これにより１７年ぶりに「金利のある世界」が到来するこ
とになりまが、同時に追加の利上げは急がず緩和的な金融環境を維持する方針も発表されましたの
で、私たちの生活にすぐに大きな影響を与えることはなさそうですが、住宅ローンなどの金利が上昇傾
向になることは間違いありません。振り返りますと、2012年に故・安倍元総理が始めたアベノミクスによ
り大胆な金融政策がとられてきた訳ですが、長い間その効果を実感することはできませんでした。近年
の物価高の影響を受け大手企業を中心に賃上げが進んだことがマイナス金利解除に繋がりましたが、
賃上げ効果が実感できるのもまだこれからですし、今後は賃上げがどこまで中小企業に浸透するかが
非常に重要な課題となります。その為には、これまで日本社会に蔓延した値引交渉などの商取引の改
善と、値上げに対する一般消費者の寛容な意識改革が必要かなと感じています。賃金と物価の好循環
への道のりはまだまだまだ険しいものになると思いますが、景気回復の兆しが見えてきていることは間違
いありません。この流れだけは大切にしたいものですね。

４月から変わる
暮らしと法律
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＜数独のルール＞ ＜問61＞ 4
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＜答え＞ ブロック内に同じ数字が複数入ってはいけない。 6

2、 縦・横の各列及び、太線で囲まれた3×3の
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ルールは以上です。簡単ですよね。 3
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でもやってみると意外に難しいですよ。
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正解は欄外をご覧ください。 7 5

■ 労働基準法改正／時間外労働の上限の見直し

４月より労働基準法の改正によって、建設業や自動車運転業、医師業などの残業に上限が課せられます。

■ ライドシェアー一部解禁

一般ドライバーが自家用車を使って有償で乗客の送迎が可能になります。

■ 不動産登記法の義務化

相続の開始があったことを知った日から３年以内に相続登記の申請が義務づけられます。

■ 所得税や住民税が定額で減税

令和６年６月の給与より１人あたり所得税３万円、住民税１万円が源泉徴収税額から定額減税額を控除。

■ 現行の健康保険証廃止

１２月より健康保険証の新規発行は停止し、マイナンバーカードへ一本化。
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● お問い合わせ先

石橋建設興業株式会社

● 営業内容

碧南市山神町２丁目７２番地

ＴＥＬ：０５６６－４２－８１８１

ＦＡＸ：０５６６－４２－８８３３

E-mail：ishi1957@oregano.ocn.ne.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

・土木工事

・建築工事

・造園工事

・舗装工事

・建設用資材の納入販売

・重機械の施工

・宅地建物取引業

第二事業部 建築開発部 都築一雄：０９０－１２３５－０２３７／ 杉浦幹夫：０８０－２６５８－３０３５

・アスファルトガラ、コンクリートガラ、建設発生土のリサイクル

石橋建設興業 検 索

２０２４年４月より変わる主な制度など
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